
四日市市告示第１２０号 

 四日市市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業

所の指定等に必要な書類に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。  

  令和３年３月２２日 

                    四日市市長  森  智 広 

 

四日市市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス

事業所の指定等に必要な書類に関する要綱の一部を改正する要綱 

四日市市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業

所の指定等に必要な書類に関する要綱（平成１８年四日市市告示第１２７号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（指定申請の提出書類） （指定申請の提出書類） 

第２条 規則第２条の規定に基づく申請

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める様式の書類を添付する

ものとする。 

第２条 規則第２条の規定に基づく申請

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める様式の書類を添付する

ものとする。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

(4) 認知症対応型共同生活介護及び介

護予防認知症対応型共同生活介護事

業所に係る指定の申請 

(4) 認知症対応型共同生活介護及び介

護予防認知症対応型共同生活介護事

業所に係る指定の申請 

認知症対応型共同生活介護・介護

予防認知症対応型共同生活介護事業

所の指定に係る記載事項（付表４―

１）、認知症対応型共同生活介護・

介護予防認知症対応型共同生活介護

事業を事業所所在地以外の場所で一

部実施する場合の記載事項（付表４

―２） 

認知症対応型共同生活介護・介護

予防認知症対応型共同生活介護事業

所の指定に係る記載事項（付表４） 

 (5)から(10)まで （略）  (5)から(10)まで （略） 

 



 

改正後  

別表（要綱第２条（１０）関係）  

番号  添付書類  申請する事業の種類  

夜間対

応型訪

問介護  

認知症

対応型

通所介

護  

（介護

予防）  

小規模

多機能

型居宅

介護  

（介護

予防）  

認知症

対応型

共同生

活介護

（介護

予防）  

地域密

着型特

定施設

入居者

生活介

護  

地域密

着型介

護老人

福祉施

設入居

者生活

介護  

定期巡

回・随

時対応

型訪問

介護看

護  

看護小

規模多

機能型

居宅介

護  

地域密着

型通所介

護  

（略）  

10 本体施設の

概要、本体

施設との間

の移動経

路、方法及

び移動時間  

―  ―  ○  ○  ―  ○  ―  ○  ―  

（略）  
 

 

  



改正前  

別表（要綱第２条（１０）関係）  

番号  添付書類  申請する事業の種類  

夜間対

応型訪

問介護  

認知症

対応型

通所介

護  

（介護

予防）  

小規模

多機能

型居宅

介護  

（介護

予防）  

認知症

対応型

共同生

活介護

（介護

予防）  

地域密

着型特

定施設

入居者

生活介

護  

地域密

着型介

護老人

福祉施

設入居

者生活

介護  

定期巡

回・随

時対応

型訪問

介護看

護  

看護小

規模多

機能型

居宅介

護  

地域密着

型通所介

護  

（略）  

10 本体施設の

概要、本体

施設との間

の移動経

路、方法及

び移動時間  

―  ―  ○  ―  ―  ○  ―  ○  ―  

（略）  
 

 

付表４を次のように改める。 

  



 

 



付表４の次に次の１様式を加える。 

 



付表６を次のように改める。 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に、改正前の四日市市指定地域密着型サービス事業所及び指定

地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に必要な書類に関する要綱の規定に基づ

いて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。  

（健康福祉部介護保険課） 


